
○
文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
三
号

専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
け
る
外
国
人
留
学
生
キ
ャ
リ
ア
形
成
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認
定
に
関
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
け
る
外
国
人
留
学
生
キ
ャ
リ
ア
形
成
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認
定
に
関
す
る
規
程

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
専
修
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す

る
専
修
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
専
門
課
程
（
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
門
課
程
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
学
科
で
あ
っ
て
、
質
の
高
い
教
育
を
行
う
と
と
も
に
、
外
国
人
留
学
生
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
促
進

を
目
的
と
し
て
日
本
社
会
の
理
解
の
促
進
に
資
す
る
教
育
を
行
う
も
の
を
文
部
科
学
大
臣
が
認
定
し
て
奨
励
す
る
こ

と
に
よ
り
、
外
国
人
留
学
生
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
機
会
の
拡
大
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
認
定
）

第
二
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
学
科
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
当
該
専
修
学
校
の
設
置
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
外
国
人
留
学
生
キ
ャ
リ
ア
形
成
促
進
プ

ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



一

専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
け
る
職
業
実
践
専
門
課
程
の
認
定
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
五
年
文
部
科
学
省

告
示
第
百
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
業
実
践
専
門
課
程
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
認
定
し

た
課
程
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
専
修
学
校
の
設
置
者
の
財
務
状
況
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

専
修
学
校
の
設
置
者
の
直
前
三
年
の
い
ず
れ
か
の
事
業
年
度
の
収
支
計
算
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
に
お

い
て
、
学
校
法
人
会
計
基
準
（
昭
和
四
十
六
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
会

計
年
度
の
経
常
収
支
差
額
（
学
校
法
人
等
（
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に

規
定
す
る
学
校
法
人
及
び
同
法
第
六
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
法
人
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外

の
専
修
学
校
の
設
置
者
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
。
）
が
零
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

専
修
学
校
の
設
置
者
の
直
前
の
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
に
お
い
て
、
⑴
に
掲
げ

る
資
産
の
合
計
額
か
ら
⑵
に
掲
げ
る
負
債
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
学
校
法
人
等
以
外
の
専
修
学
校
の
設
置

者
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
）
が
零
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑴

学
校
法
人
会
計
基
準
別
表
第
三
に
規
定
す
る
特
定
資
産
、
そ
の
他
の
固
定
資
産
の
う
ち
有
価
証
券
並
び
に

流
動
資
産
の
う
ち
現
金
預
金
及
び
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
運
用
資
産
」
と
い
う
。
）
並
び
に

当
該
学
校
法
人
等
が
追
加
又
は
細
分
し
た
小
科
目
で
あ
っ
て
運
用
資
産
に
準
ず
る
も
の

⑵

学
校
法
人
会
計
基
準
別
表
第
三
に
規
定
す
る
固
定
負
債
の
う
ち
長
期
借
入
金
、
学
校
債
及
び
長
期
未
払
金



並
び
に
流
動
負
債
の
う
ち
短
期
借
入
金
、
一
年
以
内
償
還
予
定
学
校
債
、
手
形
債
務
及
び
未
払
金
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
外
部
負
債
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
学
校
法
人
等
が
追
加
又
は
細
分
し
た
小
科
目
で
あ

っ
て
外
部
負
債
に
準
ず
る
も
の

三

当
該
学
科
に
在
籍
す
る
生
徒
の
う
ち
外
国
人
留
学
生
が
占
め
る
割
合
が
二
分
の
一
以
内
で
あ
り
、
か
つ
、
日
本

人
生
徒
と
の
交
流
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
教
育
環
境
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

当
該
学
科
を
修
了
し
た
生
徒
の
直
前
三
年
の
就
職
率
の
平
均
が
十
分
の
九
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
学
科
に
お
い
て
、
日
本
国
内
に
お
い
て
就
職
す
る
際
に
必
要
と
な
る
日
本
社
会
の
理
解
の
促
進
に
資
す

る
授
業
科
目
が
、
全
課
程
の
修
了
に
必
要
な
総
授
業
時
数
の
う
ち
、
三
百
時
間
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

四

外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
に
関
し
て
不
適
切
と
認
め
ら
れ
る
事
情
そ
の
他
前
条
に
規
定
す
る
目
的
に
照
ら
し
て

不
適
切
と
認
め
ら
れ
る
事
情
が
な
い
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
専
修
学
校
の
設
置
者
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
学
科
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る

要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
文
部
科
学
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
取
消
し
）

第
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
し
た
学
科
が
廃
止
さ
れ
た
と
き
又
は
同
項
各
号
に

掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。



（
公
示
）

第
四
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
を
し
た
学
科
の
名
称

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
す
る
。
こ
れ
ら
の
変
更
が
あ

っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
す
る
。



附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


